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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2015-186194(P2015-186194A)
【公開日】平成27年10月22日(2015.10.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-065
【出願番号】特願2014-63372(P2014-63372)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｆ   3/343    (2006.01)
   Ｇ０５Ｆ   3/26     (2006.01)
   Ｈ０３Ｍ   1/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｆ    3/343    　　　Ａ
   Ｇ０５Ｆ    3/26     　　　　
   Ｈ０３Ｍ    1/12     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月27日(2017.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体集積回路の構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る半導体集積回路の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る光信号の受信装置を含む装置構成の一例を示す図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態に係る受信装置における電圧比較器の構成の一例を示す図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態に係る受信装置における電圧比較器の入力端子及び出力端子
の電位の関係を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る電流モードＡＤ変換器の構成の一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る受信装置における参照電流と、モニタ信号の電位との
関係を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る受信装置におけるカレントミラー回路の参照電流とミ
ラー電流との関係を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る受信装置における参照電流と参照電流に対してミラー
電流がもつ誤差であるエラー率との関係を示す図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　以上のように構成されるカレントミラー回路２０は、ドレイン電位ミラー部２１によっ
てトランジスタＴＲ２のドレイン電位であるノードｄの電位をトランジスタＴＲ１のドレ
イン電位であるノードａの電位と略等しい電位に決定する。従って、カレントミラー回路
２０は、電流源１０によって引き抜かれる参照電流ＩＲＥＦを高い精度で増幅し、ミラー
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電流ＩＭＩＲとして負荷回路５０に供給することができる。また、ドレインミラー部２１
の構成が単純であることにより、カレントミラー回路２０は、チップ面積の増大を抑制す
ることができる。また、カレントミラー回路２０は、トランジスタＴＲ１のゲート及びソ
ースの間の電位差に、電源線ＶＤＤから電流入力端子ＩＩＮ（即ちノードａ）までの電位
の低下を抑制する。トランジスタＴＲ１のゲート及びソースの間の電位差は、参照電流Ｉ
ＲＥＦに基づいて決定されるため、カレントミラー回路２０は、広い参照電流ＩＲＥＦの
範囲で駆動することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　図９は、本発明の一実施形態に係る受信装置における参照電流とエラー率との関係を示
す図である。図中、比較のため、従来の受信装置における参照電流ＩＲＥＦとエラー率と
の関係も示している（太い破線）。従来の受信装置は、カレントミラー回路２０の代わり
に、例えば、上述した従来のカレントミラー回路を含んで構成される。なお、エラー率は
、参照電流ＩＲＥＦに対して、ミラー電流ＩＭＩＲがもつ誤差と定義される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　同図に示すように、本実施形態に係る受信装置３は、従来の受信装置と比較して、参照
電流ＩＲＥＦが低下した場合においても、誤差の小さいミラー電流ＩＭＩＲを生成するた
め、エラー率が低いことが分かる。また、従来のカレントミラー回路においては、参照電
流ＩＲＥＦの電流値が低下するに従って該ミラー電流のエラー率が顕著に増大するのに対
して、本実施形態に係る受信装置３においては、該ミラー電流のエラー率は、参照電流Ｉ
ＲＥＦの電流値にそれほど影響されないことが分かる。例えば、参照電流ＩＲＥＦが１．
Ｅ－０３［Ａ］である時、従来の受信装置は、およそ１３％の誤差を含むのに対して、受
信装置３は、ほとんど誤差を含まない。また、例えば、参照電流ＩＲＥＦがサブスレッシ
ョルド範囲の１．Ｅ－０６［Ａ］である時、従来の受信装置は、およそ５０％の誤差をも
つのに対して、受信装置３は、およそ１％程度の誤差にとどまる。
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